
南砺市版 SDGs ロゴマークの募集について 

 

■趣旨 

 南砺市は令和元年７月、国から SDGs 未来都市に選定され、SDGs の達成に向けた取組みを

推進しています。選定から１年以上が経過する中、未来へつながる持続可能な地域の創造につ

なげるためには、SDGs を自分ごととしてとらえ、身近でできる取組みを実践していくことが

重要です。 

 このような取組みを推進するにあたり、南砺市における SDGs の理念やイメージを表現する

とともに、今後の取組みを推進する上でのシンボルとなる南砺市版 SDGs ロゴマークのデザイ

ンを募集します。 

 

■南砺市と SDGs 

・南砺市は、本市は富山県の南西部に位置し、平成 16 年 11 月に 8 つの町村の合併により誕生

しました。面積の約 8 割が森林であり、庄川や小矢部川の水資源など、豊かな自然に恵まれ

ています。また、伝統と文化が息づく地域であり、川上の山地には世界遺産となっている合

掌造り集落が、川下の平地には日本の原風景といえる散居村の風景が広がっています。 

・南砺市では「小さな循環と地域デザイン」を基本理念とし、「環境保全・エネルギー」「農林

漁業」「健康・医療・介護・福祉」「教育・次世代育成」という 4 つの分野が相互に連携・連

動しながら、地域の自立と循環を目指す「南砺市エコビレッジ構想」を平成 25 年 3 月に策

定し、持続可能な地域づくりに取り組んできました。この内容が評価され、SDGs 未来都市

の選定につながりました。 

・南砺市では年齢や性別、障がいの有無などに関係なく、すべての人が幸せを感じ、安心して

暮らせる地域の実現に取り組んでいます。「誰一人取り残さない」というキーワードを掲げ

る SDGs の理念をまちづくりに取り入れ、「世界に誇る一流の田舎」を目指しています。 

 

■デザインコンセプト 

①南砺市らしく、市民から親しまれるデザイン 

  SDGs 未来都市に選定された南砺市が持つ自然、環境、伝統文化といった特徴を取り入れ

るとともに、市民から親しまれ、市民のパートナーシップによる SDGs の推進につながる前

向きなデザインになればと考えています。 

②SDGs の推進につながるデザイン 

  市民が主体的に SDGs の取組みを実践していくためのシンボルとなり、イベントのチラシ

や普及啓発物品などにおいて活用しやすく、印象に残るデザインになればと考えています。 

③未来へつなぐデザイン 

  SDGs は、2030 年を目標とする取組みです。豊かな自然環境を守る、昔から伝わる伝統や

文化を次世代へ引き継ぐなど、「今」のことだけでなく、「未来」の人や環境のことも考えた

取組みの推進につながるようなデザインになればと考えています。 



■応募要領 

受付期間 令和２年 11 月５日（木）から令和３年１月 8 日（金）まで（約２ヶ月） 

応募資格 学生であればどなたでも応募可能 

応募規定 ・SDGs における 17 のゴールの色を全て使用すること。なお、使用する 17 色は

国連広報センター作成の「カラーホイールを含む SDGs ロゴと 17 のアイコン

の使用ガイドライン」に沿ったものとする。 

・「SDGs」の文字を入れること。また、ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベ

ット等による本市名を入れること。 

・SDGs の推進や取組みを表現したオリジナルのキャッチコピー、または第２次

南砺市総合計画に示す将来像「誰ひとり取り残さない 誰もが笑顔で暮らし続け

られるまちへ」の文字を任意で入れることができる。 

・応募作品は自作で未発表のものとし、第三者の著作権やプライバシー権等の権

利を侵さないものに限る。また採用作品について、第三者から権利の侵害、損

害賠償等の主張がなされた場合、採用者は自己の責任において解決を図るもの

とし、本市は一切の責任を負わない。 

応募方法 イラストレーターにより制作し、下記をメールまたは電子媒体（CD－R 等）によ

り提出すること  ※応募は１人何点でも可 

（１）作品（１作品につき AI 形式、JPEG 形式、PDF 形式の３形式を作成） 

（２）作品票（１作品につき１枚作成） 

＜メールによる送付先＞ 

南砺市総合政策部エコビレッジ推進課 

ecovillageka@city.nanto.lg.jp 

※添付データサイズが５MB を超えるものは、受信できない場合がある 

＜電子媒体（CD－R 等）による送付先＞ 

 〒939-1692 南砺市荒木 1550 南砺市総合政策部エコビレッジ推進課 宛 

入賞作品 ・最優秀賞１点 

  南砺市 SDGs ロゴマークとして採用 

  副賞 10 万円（採用作品買い取り代を含む） 

・優秀賞２点 

  副賞５万円（採用作品買い取り代を含む） 

審査会 令和３年１月中旬～下旬、関係者により審査会を実施し、入賞作品を決定する。 

問合せ先 南砺市総合政策部エコビレッジ推進課 

電話 0763-23-2050 ／ FAX 0763-52-6338 

メール ecovillageka@city.nanto.lg.jp 

協力 株式会社富山銀行 

一般社団法人なんと未来支援センター 

諸権利等 下記に同意のうえ、応募すること。 



・入賞作品に関する所有権は南砺市に帰属し、管理、運用する。 

・入賞作品の著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 27 条及び第 28 条に

規定する権利を含む。）、その他の一切の権利は本市に帰属するものとし、応募

者は著作者人格権を主張することはできない。 

・入賞作品は副賞をもって南砺市が買い取ることとし、その後の著作権使用料は

発生しない。 

・入賞作品は、使用するうえで加筆等の変更を含む必要な修正を行う場合がある。 

 


